
奈
良
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
二
号

奈
良
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
大
学
学
則
（
平
成
二
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
地
域
及
び
観
光
に
関
す
る
教
育
研
究
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
」
を
「
教
育
研
究
を
通
じ

て
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
地
域
総
合
学
科
及
び
観
光
学
科
」
を
「
地
域
創
造
学
科
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
学
生
部
」
の
下
に
「
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
、
三
年
次
の
編
入
学
定
員
及
び
収
用
定
員
」
を
「
及
び
収
容
定
員
」
に
改
め
、
同
条
の

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学

科

入

学

定

員

収

容

定

員

地
域
創
造
学
科

百
五
十
人

六
百
人

第
十
七
条
第
一
項
中
「
あ
っ
て
、
本
学
へ
の
編
入
学
」
の
下
に
「
、
転
入
学
又
は
再
入
学
」
を
、
「

対
し
て
」
の
下
に
「
、
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
」
を
加
え
、
同
項
後
段
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
セ
ク
シ
ョ
ン
、
コ
ア
セ
ク
シ
ョ
ン
、
ア
プ
ラ
イ
ド
セ
ク
シ
ョ
ン

及
び
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
セ
ク
シ
ョ
ン
」
を
「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
、
語
学
科
目
、
コ
モ
ン
ズ
共
通
科
目
、
コ
モ

ン
ズ
専
門
科
目
及
び
ゼ
ミ
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
外
国
語
科
目
」
を
「
語
学
科
目
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
及
び
科
目
等
履
修
資
格
認
定
料
」
を
「
、
科
目
等
履
修
資
格
認
定
料
及
び
奈
良
県

立
大
学
シ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ
の
受
講
料
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
に
お
け
る
本
学
の
入
学
定
員
、
三
年
次
の
編
入
学

定
員
及
び
収
容
定
員
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
立
大
学
学
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

年
度

学
科

入
学
定
員

編
入
学
定
員

収
容
定
員

地
域
創
造
学
科

百
五
十
人

百
五
十
人

平
成
二
十

地
域
総
合
学
科

三
年
次

九
人

二
百
八
十
八
人

六
年
度

観
光
学
科

三
年
次

六
人

百
九
十
二
人

地
域
創
造
学
科

百
五
十
人

三
百
人

平
成
二
十

地
域
総
合
学
科

三
年
次

九
人

百
九
十
八
人

七
年
度

観
光
学
科

三
年
次

六
人

百
三
十
二
人

地
域
創
造
学
科

百
五
十
人

四
百
五
十
人

平
成
二
十

地
域
総
合
学
科

九
十
九
人

八
年
度

観
光
学
科

六
十
六
人

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
奈
良
県
立
大
学
に
在
学
し
て
い
る
学
生
に
係
る
学
科
及
び
授
業

科
目
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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